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建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び
監理技術者補佐の取扱いについて（通知）

建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下「特例
監理技術者」という。）及び監理技術者を補佐する者（以下「監理技術者補佐」
という。）の配置について，土木部，農政部，環境林務部及び商工労働水産部（以
下「公共四部」という。）が発注する工事における取扱いを下記のとおり定めま
したので，通知します。

記

１ 特例監理技術者制度（建設業法第26条第２項及び第３項）
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が，当該建設工事を施工

するために締結した下請契約の請負代金の総額が建設業法施行令第２条に定め
る額以上となる場合は，監理技術者を配置しなければならない。
当該建設工事が，公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する

施設若しくは工作物に関する重要な建設工事に該当する場合は，専任の監理技
術者を配置する必要がある。
ただし，発注者から当該建設工事を直接請け負った特定建設業者が，監理技

術者の行うべき職務を補佐する者（監理技術者補佐）を当該工事現場に専任で
置くときは，当該監理技術者は複数の現場の兼任が認められる。（特例監理技
術者）

２ 特例監理技術者の配置が認められる工事の要件
⑴ 件数（建設業法施行令第29条）

２件まで

⑵ 種類
監理技術者を配置する工事が次のいずれかに該当する場合は，特例監理技

術者の配置はできないものとする。
ア 鹿児島県建設共同企業体入札参加資格等取扱要綱（平成16年９月19日告
示第1442号）に基づき，共同企業体として入札に参加又は工事を施工する
工事



イ 鹿児島県低入札価格調査実施要領（平成８年11月１日）第４条に規定さ
る低入札価格調査対象工事

ウ その他良好な施工の確保の観点から，監理技術者を専任で配置すること
が望ましいと発注者が認める工事

⑶ 範囲
特例監理技術者が兼務しようとする２件の工事は次のア又はイを満たして

いなければならない。
ア 同一の地域振興局又は支庁管内に属する工事
イ 工事現場の相互間隔が概ね10キロメートル以内の範囲に属する工事
なお，ア又はイを満たした場合であっても，工事内容，工事規模及び施工

体制等を考慮し，主要な会議への参加，工事現場の巡回，主要な工程の立ち
会いなど，元請としての職務が適正に遂行できる範囲でなければならず，発
注者はこれに該当するか否かについて適切に判断しなければならない。

属する市町村
鹿児島地域 鹿児島市，日置市，いちき串木野市，三島村，十島村
南薩地域 枕崎市，指宿市，南さつま市，南九州市
北薩地域 阿久根市，出水市，薩摩川内市，さつま町，長島町
姶良・伊佐地域 霧島市，伊佐市，姶良市，湧水町
大隅地域 鹿屋市，垂水市，曽於市，志布志市，大崎町，東串良町

錦江町，南大隅町，肝付町
熊毛地域 西之表市，中種子町，南種子町，屋久島町
大島地域 奄美市，大和村，宇検村，瀬戸内町，龍郷町，喜界町

徳之島町，天城町，伊仙町，和泊町，知名町，与論町

⑷ 監理技術者補佐は，入札参加者（受注者）と直接的かつ恒常的な雇用関係
がなければならない。

⑸ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制がなけれ
ばならない。

⑹ 監理技術者補佐が担う業務等について，発注者に対して書面により明らか
にしなければならない。

３ 監理技術者補佐になり得る資格
（建設業法施行令第28条，令和２年９月30日国土交通省告示第1057号）
監理技術者補佐として配置する者は次のいずれかに該当する者でなければな

らない。
⑴ 配置する建設工事の工種に応じた建設業法第７条第２号イ，ロ又はハに該
当する者で，かつ，当該工種に応じた一級施工管理技士の一次検定の合格証
明書の交付を受けた者

⑵ 配置する建設工事の工種に応じた建設業法第15条第２号イ，ロ又はハに該
当する者

４ 途中交代
専任の監理技術者が，工事の途中に監理技術者補佐を設置して当該監理技術

者が他の工事現場を兼務することにより，特例監理技術者となる，又は，特例
監理技術者が他の工事との兼務を終了し，専任の監理技術者となることは技術
者の変更には当たらない。
なお，施工体制の変更により，適正な施工の確保を阻害することがないよう，

事前に発注者と書面による協議を行わなければならないものとする。



５ 提出書類
特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行おうとする者は，配置が可能

であることを証する書類として，次に定めるところにより当該工事の契約担当
者に提出しなければならない。
ア 一般競争入札の場合

入札参加申込時に，様式-１及び当該様式で定める各種書類を提出する。
なお，開札の結果，特例監理技術者の配置が認められない工事に該当した

場合は，専任の監理技術者として配置することを条件に落札決定するものと
する。したがって，すでに他の工事において監理技術者に就いている者を特
例監理技術者として兼任させることはできず，適切な技術者の配置ができな
い場合は入札無効となる。

イ 指名競争入札の場合
落札決定後に，様式-１及び当該様式で定める各種書類を提出する。

ウ 工事途中で特例監理技術者を配置する場合
事前に様式-１及び当該様式で定める各種書類を契約担当者に提出する。

６ 適用日
令和５年７月７日以降に公告又は指名通知を行う工事から適用する。
なお，令和５年７月６日以前に締結した工事を先行工事として緩和対象とす

ることは可能とする。




